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   〔開議 午前９時５８分〕 

○議長（木原 宏君） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまから立川市議会政治倫理条例検討会議を

開催いたします。 

 本日が第１回目の開催となります。各会派の代表

者から構成されるこの会議は、平成16年施行の立川

市議会政治倫理条例を令和５年第３回定例会で改正

をすることを目標に、代表者会議において設置され

ましたものでございます。代表者会議において、こ

の会議は公開で行うことと、会議録を作成すること

が決定しております。 

 この会議が設置されました背景を若干お話しさせ

ていただきます。 

 令和４年５月、立川市議会政治倫理条例に基づい

た調査請求の提出があり、条例の施行後初めて審査

会を開催し、審査会からの報告書が８月に提出をさ

れたところでございます。 

 審査の過程において、条例に審査会が議会に勧告

できる措置の例や、調査対象議員の防御の機会の具

体的な規定がないなど課題が明らかになり、委員、

議員、事務局ともに、今後は条例改正が必須である

との認識に至ったところでございます。 

 検討にはある程度時間を要することから、来年９

月議会で一部改正をすることを目標に、議論を重ね

る予定でございます。 

 続きまして、本日の議題につきましては、お手元

に配付の日程のとおりでございます。 

 本日の進め方についてお諮りをいたします。 

 会議の目的と背景については、ただいま御説明さ

せていただきましたので、初めに、本日の資料につ

いて、議会事務局から御説明をお願いしたいと思い

ます。 

 その後、各会派からあらかじめいただいておりま

した課題についての御意見の補足説明を会派代表者

からお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、事務局からの御提出のありました課題につ

いて、補足説明をお願いいたします。事務局はこの

会議のメンバーではございませんが、資料の御提出

がありますので、補足してお話をされたいことがあ

れば、説明していただければと思います。 

 その後、今後の進め方について御確認、御意見を

いただければと思います。 

 最後に、次回の日程を御決定いただきたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） 御異議なしと認め、そのよ

うにさせていただきます。 

 初めに、本日の資料について、議会事務局から御

説明をお願いいたします。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 本日の資料につ

いては、代表者会議と同様に、全て議会クラウドに

上げており、紙の配付はございません。 

 議会クラウドの、市議会、立川市議会政治倫理条

例検討会議、Ｒ４、11月10日のフォルダを御覧くだ

さい。 

 資料１、先日の代表者会議の資料にもなりました

資料ですが、変更した点がございます。 

 タイトルをこの会議の名称にいたしました。また、

アドバイザーを政治倫理条例アドバイザーという名

称にいたしました。 

 資料１の５、謝礼ですが、令和４年度の２回開催

分の６万円は、12月補正でお願いをする予定でおり

ましたが、ここで議員研修などに係る令和４年度の

講師謝礼の金額が確定し、その残額でお支払いでき

ることが確実になりましたので、12月議会での補正

予算は要求せず、令和４年度予算で対応することと

いたします。 

 裏面、２ページ目を御覧ください。 

 ６、スケジュールと、７、検討会議とアドバイス

の内容の詳細については、日程２のところで御説明

させていただきます。前回から変更になった点は、

７、検討会議とアドバイスの内容の右側、黒丸につ

いて、検討会議メンバーの傍聴可とさせていただい
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たことです。御都合がつくこの会議のメンバーであ

る議員さんについては、議長応接室にお越しいただ

き、傍聴していただければと思います。 

 次に、資料２でございますが、各会派と、前の任

期の政治倫理条例審査会委員からいただいた御意見

を項目別にまとめたものでございます。会派ごとに

まとめた御意見の資料も参考資料として議会クラウ

ドに掲載してあります。 

 次に、資料３は議会事務局の意見です。当日のク

ラウド掲載となりましたことをおわびいたします。 

 なお、政治倫理条例アドバイザーは、立命館大学

名誉教授の駒林良則氏で、オンラインによるアドバ

イスや資料の御提供をいただくことになっておりま

す。 

 資料の説明は以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 

 課題について 

 

○議長（木原 宏君） それでは、日程１、課題に

ついてを議題といたします。 

 資料２を御覧ください。 

 順番に補足説明をお願いしたいと思いますが、委

員については本日この場にいらっしゃいませんので、

各会派の御意見についての御説明を各代表からお願

いしたいと思います。 

 初めに、１、全般的なことについて補足説明をお

願いしたいと思います。 

○議員（山本みちよ君） おはようございます。 

 今回、アンケートで全般的なことということで載

せていただきました。 

 全体的な考え方としてということなんですが、今

回の実際に起きた事例を通しての意見であります。 

 例えば脱税の疑惑であれば、政治資金規正法等で

対応すべきものではないか、また、不倫といったよ

うなお話もありましたけれども、それはまた民事の

ほうで、そこで裁くことができる、このようなこと

で、法律として裁けるもの以外の部分を、議会内の

秩序を保つことに資する条例として活用できるよう

なものとしていくべきではないかということであり

ます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） それでは、一つ一つ進めて

いきたいというふうに思います。 

 このことにつきまして、御質疑、御意見はござい

ますでしょうか。 

○副議長（高口靖彦君） ちょっと補足したいと思

いますけれども、裁判になったときに、議会のこと

について、裁判長のほうから、よくそれは議会の中

で話し合うように、決めるようにと言われることが

あるかと思います。 

 要は、議会の中で裁かないと、外からはできない

よというものに関しては、当然、議会の中でやるべ

きものだろうということで、それ以外の様々なこと

について、要は少なくとも司法で話が出てくる、結

論が出てくることについては扱うべきではないだろ

うなということの意味合いがあります。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 これを踏まえて、御意見、御質疑ございますでし

ょうか。 

○議員（上條彰一君） いわゆる政治資金規正法だ

とか、公職選挙法ですとか、法律上の問題は外すと

いうことになりますと、全体像が見えてこなくなる

という問題があるのではないかと思います。 

 それから、実際に裁判が行われていても、一定の

時間的なものも関わるわけでありますから、やっぱ

り全体像をしっかり、はっきり、どこが政治倫理条

例違反に当たるのかということをきちんと審査をす

るというこの条例の目的からすれば、いわゆる例外

として外しちゃうということ自体が、全体像が見え

なくなってくるし、きちんと問題となっている行為

の問題がどこにあるのかということが見えなくなる

と思いますから、そういうふうに外すというのは、

あまり好ましいことではないと私どもは考えます。 
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 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見ございますでしょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） そもそも今回、いろいろ

と法的なこととか、条例にどうこうと、もちろんこ

こは大事な部分なんですけれども、私たちやはり議

員は、市民から選ばれ、負託をされて、そしてここ

に代表として出ている、公の公人だというふうに私

は理解をしておりますが、そういった中で、一市民、

有権者に限らず、その市民がやっぱり困り感を持っ

て、議員の行動に対して指摘をすると。そういった

場合に、その声を届ける場所というのは当然議会で

ありまして、その中に、それが是か非かという、そ

の事実関係も含めて、どうなのかということを受け

止める場所が政治倫理審査会であるというふうに思

っているんですね。 

 ですから、そこが基本にないと、法的にどうなの

かとか、あと、やはりもちろんそれがプライベート

かどうかとか、ということに分類されてしまうこと

に、とても今回、私は違和感を感じておりました。 

 ですから、それを私たちがどのように議会として

受け止めるのかということも、もう一度、この条例

に則して考えていくべきだというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御質疑、御意見はご

ざいますでしょうか。 

○議員（大石ふみお君） この政治倫理に違反する

事案が発覚をしたということで、調査をお願いする

ということなんですが、その調査の過程で、司法に

委ねなくちゃならないことも出てくるということで

ありますので、前提からそれを外してしまうと、そ

の調査自体がうまくいかない場合もあるので、やは

り政治倫理ということで大くくりでやったほうがい

いかなというふうに思うんですが、いかがでしょう

か。 

○議員（山本みちよ君） 今回この会議に臨むに当

たって、進行の仕方がよく分からない部分もありま

したので、こういう形で上からやっていくというこ

とであると、またちょっと違ってくるのかなという

部分もあります。意見としては、こういうこともあ

ったということで書かせていただいています。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 あらかじめ、すみません、初めて検討会議を開く

ことで、今、課題についてということを日程で取り

上げておりますけれども、一つ一つ、各会派に持ち

帰っていただいて、恐らくいろいろな意見が出てき

たものを持ち寄っていただいておりますので、ここ

で御質疑、御意見というのは、皆さんの考え方をま

ずは示していただくものとして、ここでまず課題を

出し切りたいと思います。 

 それについて、当然、先ほども次長から話があり

ましたとおり、アドバイザーの先生にこの問題点を

アドバイスいただくということで、今日ここで一つ

一つ何か決めていくということではなくて、どうい

う課題があるかというのを問題提起してもらって、

それについてどう考えるのかというのを出していた

だいたところまでが、多分、今日のことになって、

その後は、それに基づいて課題が抽出されてきたら、

それをアドバイザーの先生に、こういった課題が出

てきたんですけれども、御意見いただけませんかと

いうような形の流れなので、ここで今日は各会派か

ら出された課題をいい、悪い、やるのではなくて、

いろいろな御意見を言ってもらって結構だと思いま

す。 

 ここで、こうしましょう、ああしましょうを決め

込むことはできませんので、課題を出していただい

て、それについて御意見をいただくというところの

作業で、この日程１はとどめていただきたいという

ふうに思いますので、そういう意味で、一つ一つ課

題を出していただいて、意見をもらうと。 

 委員については、政治倫理審査委員からいただい

た委員は今日いらっしゃいませんので、そこは飛ば

させていただいて、各会派から出ているものに関し
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て、各代表から御説明をいただくというような流れ

で御理解をいただければと思いますけれども、この

ことについてはよろしいでしょうか。―大丈夫

ですね。 

 じゃ、進めさせていただきますけれども、まずこ

の全般的なことについて、ほかに御質疑はあります

でしょうか。―ないですね。 

 なければ、じゃ、次に進めさせていただきたいと

思います。 

 次に、２、政治倫理基準について、補足説明をお

願いしたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 先ほど山本議員と副議長が

おっしゃったことにつながるんですけれども、やっ

てみて、倫理というのがもう皆さん千差万別で、い

ろいろな考え方がありまして、その中で、政治倫理

というものはどういうものかというものが、このこ

とも本当にいろいろな御意見があると思います。 

 本当に近所の方から野菜をもらうのがどうなのか

とか、8,000万とか、すごい開きがあって、そこら

辺の問題もあって、そういうところも、政治倫理と

いうのはどういうものかということがやっぱりはっ

きりしないといけないのかなというところが御意見

としてありました。 

 じゃ、やっぱりこれに該当しないものはほかのと

ころで、法律で裁いてもらう、お話をすればいいの

かなという御意見もありました。 

 でも、この条例ができたときの経緯を考えて、政

治倫理条例の遵守のところを見ますと、やっぱりこ

れ、水道の汚職のことがあったから、そのことに加

味した第３条の（５）（６）（７）（８）の中がや

っぱり法律が明記されているので、先ほどの上條議

員や稲橋議員とか大石議員がおっしゃった意見とい

うものも、できたときにはこういう意見もあったの

かなというふうに思ったところでございます。 

 うちの会派としては、この倫理の範囲ということ

について、やっぱりちょっともう少し、倫理という

ことをはっきりしたほうが分かりやすいんじゃない

かということが出ていたところでございます。 

 （２）も言っていいですか。 

○議長（木原 宏君） すみません、２の政治倫理

基準の（１）の部分からいきたいと思います。あり

がとうございます。 

○議員（山本みちよ君） 公明党会派の中では、話

をしましたが、両極な意見が出ております。 

 品位と名誉など、個人により判断基準が大きく変

わる、先ほど頭山議員からもありましたけれども、

そうした大きく判断基準のばらばらのものを遵守す

るというところの難しさといったものがあるのでは

ないか。また、疑惑を持たれるおそれのある行為と

いったものが、本当は違うのに疑惑があるのではな

いかと言われた、いわゆる悪魔の証明とか言われま

すけれども、ないことを証明することの難しさとい

った部分もないとは言えないといった部分で、そこ

の取扱いがどうなのか、判断が難しいのではないか

といったお声がありました。 

 もう一方で、倫理条例は法律で縛れないところを、

議員が自らこの条例のもとで律しなければいけない

というところであるので、ある意味、プライベート

も踏み込む可能性も出てくるのではないかという部

分の御意見がありまして、そうした中で、この倫理

条例の必要性に対しても、今回のこの一連の流れを

通して、きちっと遵守できないのであれば、そもそ

もこの倫理条例が必要なのかどうか。もうなくなっ

てもいいんじゃないかと、このような両極の御意見

もあったところであります。 

 これはちょっと私の私見ですけれども、やはりこ

の倫理とか、この条例の縛りといったものをもう一

度、議員がいいタイミングでしっかり確認をしなが

ら、お互いに戒めるという部分であれば、こういう

ふうにやっていこうねというところで、学び合うと

いう機会をもっとも設けるべきではないか。ただサ

インしたから分かりましたではなくて、本来はそれ

で自分で学べばいいんでしょうけれども、それがな

かなか難しい、人によってばらばらであるのであれ
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ば、ぜひそういった部分も、年に１度か、任期に１

度か分からないけれども、学んでいく必要もあるの

かなというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） この条例第３条の政治倫理

基準の解釈については、読み方によってはいろいろ

な見方がされてしまうということがありますので、

どういうことなのかということをしっかり例示をし

てあげて、解釈の余地をあまり幅がないように、し

っかりしていくということが必要なんじゃないかと

いうことで意見を上げさせていただきました。 

 したがって、他市のような逐条解説なんかも設け

ていくことで、そこら辺は認識を一致できるのでは

ないかということです。 

 この意見そのものも、審査会の会長でありました

山本先生のほうからも、そういう御意見もされてお

りましたので、私どもも、こうしたことがしっかり

条例上に明記することで、解釈の余地をしっかり一

致させるということで、必要なことではないかとい

うことであります。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、２の政治倫理基準の（１）の部分につ

いて、今、課題が出されたところでございますので、

御質疑、御意見がございましたら、ここで（１）の

部分についてお出ししていただければと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私たちの意見がカテゴリ

ーで分かれたところには、ここに入っていませんの

で、次の（２）のほうになりますけれども、今、上

條議員のほうから述べられた、やはりその逐条解説、

きちっとこれは文字化して、私たちも含めて市民が、

どういったことがそうなのかということをお互いに

理解し合える、そのことによって、これは違反して

いるのではないかという市民側からのそういう行動

も出てくるんだと思います。 

 ですから、逐条解説の重要性は改めて必要だと思

って、そこは実施していただきたいというふうに思

っています。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御質疑、御意見はご

ざいますでしょうか。―ありませんね。 

 じゃ、次に進めさせていただきたいと思います。 

 今度は（２）の政治倫理基準の具体論につきまし

てに移らせていただきたいと思います。 

 それでは、御説明をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 本当に審査会の中でも、一

切の行為ということが、やっぱりちょっと漠然とし

ているんじゃないかなという意見が会派の中でも出

まして、この一切という、全てというのが、なかな

か曖昧だなというところで、そこで職責に関してと

いうところに続きますから、この（１）が非常に曖

昧なものになっておりますので、これは少し考え方

を整理したほうがいいんじゃないかなというふうな

意見が出ておりました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私たちとしては、具体的

にこの第３条のところ、条例を私たちも確認しなが

らやっていったわけですけれども、この第３条のと

ころに関してのことに当たります。 

 第３条の第１項の、その職務に関して不正という

ふうに書かれているその部分が、頭山議員もおっし

ゃったように、とにかくその職務に関する範囲とい

うものが曖昧であるということ。議会や公務などの

職務以外であっても、市民生活への悪影響や迷惑が

かかることをしているのであれば、審査に値するの

ではないかというふうな意見としてまとめたので、

ここのどういうふうに定義するかということです。 

 それから、第３条の２項のところで、その地位を

利用して、いかなる金品も授受しないというふうに

書かれておりますが、その地位を利用してとある、

この文言についても範囲が曖昧であるということで

す。 
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 それから、その中で、第６項のところ、政治活動

に関しというふうなことが示されていますが、政治

活動に関していなければ寄附を受けてよいのかとい

う、そういった疑問があります。もちろん政治活動

の範囲も、どこからどこまでがということもありま

すが、じゃ、そうでなければ金品の授受を受けてい

いのかということも、具体的にそこがどうなのかと

いうことが話し合われました。 

 立憲ネット緑では、以上です。 

○議長（木原 宏君） 本日ここにいらっしゃる各

代表議員の皆様方が説明できるものだけ、本日は取

り扱うという形にします。 

 そのほかについては課題として、この文書のまま

提出をいただいたということにさせていただければ

というふうに思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 （２）の政治倫理基準の具体論につきましては、

そのほかは、ちょっとここにいらっしゃらない委員

と、また議員の方からの申入れでございますので、

今御説明をいただいた部分について、御質疑、御意

見があれば、お出しをいただきたいというふうに思

います。 

○議員（頭山太郎君） それで、先ほどちょっと付

け加えなんですけれども、私がこの第１条で（１）

で折れたのは、会長がその度合いが大きかったと言

ったわけですよ。度合いと言われると、まあ、小さ

くはないよなと思って、それで私は折れたわけです

よ。 

 だから、そういうふうに、抽象的なところが結構

あって、それで私、賛成したわけですが、折れたわ

けですから。会長が出してきた、その度合いが大き

かったという、まあ、小さくはないなというところ

だったので、そこはやっぱりちょっと、本当にここ

ら辺がちょっとはっきりしなかったなと、この中で

決めるのは大変、委員として苦しかったところがあ

ったということが現実です。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 事務局の皆さんにお願いな

んですけれども、ここで一つ一つ課題が出て、意見

も出ていることもセットでアドバイザーの方に御提

出できるように考えていただければと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。 

○議員（上條彰一君） うちの会派で議論したとき

に、この条例をつくったときの委員を務めた浅川議

員のほうからいろいろ苦労話を聞きました。 

 それで、かなり手探りでいろいろやらざるを得な

かったということ、条例をとにかくつくろうじゃな

いかということで、法律論がいろいろあって、どう

しても総論的なもの、そして各論というようなこと

で組み立てていくことになるものですから、なかな

か抽象的なものを具体化するというのは結構大変だ

ったんだという苦労話もありまして、そういったと

ころもあってというのと、それから、議員の活動そ

のものが非常に定義しづらい、各政党によっても、

その活動を私的なものと見るのか、公的なものと見

るのかというのもいろいろあるということで、ここ

ら辺の切り分けというのは非常に難しいんだという

ことも言われておりましたので、そういったところ

をどうするのかというのは、今後の検討課題の大き

なテーマになるんじゃないかなと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。 

 先日、私のほうからもなんですけれども、議長会

でいろいろ講習会がありまして、今、上條議員が言

われたとおり、我々地方議員というのは、そもそも

法律上、存在そのものがあやふやな立ち位置であり

まして、国会議員は法律上きちんとその立場とかは

明示されておりますけれども、我々地方議員は法律

の中で明示されている規定がないということで、古

くは、報酬をどういうふうに払うかとかということ

も苦労したということで、そもそも存在自体が法律

上あやふやな地方議員に罰則をどういうふうに設け

るのかというのは、この政治倫理以外のことについ
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ても、どういう罰則規定を設けるのかというのは非

常に難しいんだということで、議会の中でこういっ

たものの罰則規定をつくるときは、議長会なんかに

問い合わせると、まず検察庁に相談してみてくれと

いうことで、別の事案で別の議会が検察庁にお伺い

をしたときに、全国1,700自治体の意見を一致させ

て持ってきてくれというふうに言われて、事実上、

盛り込めなかったというようなこともあったという

ようなことも聞いて、なるほどなということで、そ

もそもこういう、総務省に聞くと、議員の附属機関

としてこういうものを置くというのは、総務省は本

来認めていないです。議会は市民の代表が集まって

いるんだから、附属機関、諮問機関を設けることは

認めないということにもなっていたりして、そのこ

とについての定義も実は非常に曖昧なところもある

というところも御指摘をいただいて、私が受けてき

たのは、個人情報保護の講習会のときにそのことを

聞いたんですけれども、なるほど、これは政治倫理

審査会、うちが今抱えている課題にも通底する部分

ではあるなというふうにも思って、今、上條議員が

言われたことで、ああ、なるほどというふうに思い

ましたので、ここで申し述べさせていただきました。 

○議員（稲橋ゆみ子君） すみません、そもそも論

で、ちょっとお聞きをしたいんですけれども、そう

いう市議会議員で曖昧だというところもあるんです

けれども、職員はコンプライアンスというのがあっ

て、コンプライアンス違反とか、コンプライアンス

を強化しよう月間とか、きちっとこれをやっている

んですけれども、市議会議員というのは、コンプラ

イアンスというのは、そもそもとして、何をもって

というと、例えば私の理解では、議会基本条例とい

う条例を定めているので、それを根拠に活動をする

ということが一つの位置づけになっているというの

は理解できるんですけれども、じゃ、その議員のコ

ンプライアンスというのは何なんだろうかというふ

うに、今回、この流れからちょっと疑問を感じたわ

けなんですけれども、その点は、ちょっと議長にお

聞きするのも何ですけれども、どう考えていますで

しょうか。 

○議長（木原 宏君） 今、稲橋議員から御質問い

ただいたことというのは、非常に重いものなんだろ

うというふうに思います。 

 先ほどの話にもありますけれども、今度、皆様方

にもお諮りをしなきゃいけない部分で、個人情報保

護のことなんかも、今回、国会において改正がされ

て、大きく変更された中で、地方議会も裁判所ある

いは国会と合わせた自律権を非常に尊重していただ

いて、今度、議決、実施機関とは切り離されて、議

会は議会で自分たちで個人情報の保護も考えなさい

と、条例をつくりなさいということの、そのやっぱ

り根底にあるのは、自律権を非常に重視していると

いうようなところが多分にあるんだろうなというふ

うに、これは私、議長としてのあくまで私見でござ

いますけれども、そのような中にあるのかなと。 

 翻って、今回の政治倫理審査会、あるいはこの検

討会議、あるいは我々、立川市議会議員に課せられ

たコンプライアンスというのをどのように決めてく

かというのは、まさにこの立川市議会、我々28人に

課せられた自律権の中で、自分たちで身を律してい

くというものをどうつくり上げていくのか、これは

当然、政治の場ですから、主義主張が違う部分はも

ちろんあるんですけれども、そことは切り離してと

いうんでしょうか、一致できる部分でしっかりと市

民の負託に応え得る、市民に説明がきちんとできる

ところで、しっかりどうコンプライアンスを持って

いくのか、あるいはそれを啓発していくのかとかと

いうことは絶対的に必要なんだろうなというふうに

は、私個人としては考えているところでございます。 

 お答えになっているかどうかちょっと分かりませ

んけれども、私の個人的な見解でございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） すみません、議長のおっ

しゃっていることは、私もそういうふうに理解しま

す。 

 ですから、そういうことも含めて、次に勉強会を
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していくという流れがありますので、そんなことも

位置づけ、私たちのコンプライアンスということも、

どういうところで表現して市民に理解してもらうか

ということも併せて、そういった学びを得ていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 冒頭、初めてのこの検討会議の第１回目でござい

ますので、まさに皆さんでつくり上げていかなけれ

ばいけない、必要があるところは改正していかなけ

ればいけないという取組でありますので、ぜひ忌憚

のない意見をいただいて、私も公平・公正な立場で

御意見を整理していければというふうに思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ほかに御質疑、御意見、この部分についてはあり

ますでしょうか。―大丈夫ですか。 

 じゃ、次に進めさせていただきたいと思います。 

 次に、３の政治倫理審査会委員の（１）審査会の

位置づけについてで御意見、御説明をいただければ

と思います。 

○議員（頭山太郎君） 委員会の位置づけがどうな

っているのかということが疑問にありました。 

 これがやっぱり普通の議会の組織ですと、議長の

もとに全てあるということでやっていくわけですけ

れども、今回のこの審査会というものは、議長が付

託して、それをただ受け取るという形だけですので、

全くの第三者的な機関なのか、でも、そこに議員も

入っているわけですし、会長がそれほどイニシアチ

ブを持ってやっていたかなというと、ちょっと分か

らないところもありましたので、ここら辺の位置づ

けをしっかりしないと、全く議会としてコントロー

ルできない組織でいいのか、でも、事務方は、その

審査会の中では会長のもとにあってやっていたわけ

ですけれども、そこら辺の位置づけをしっかりする

必要があるんじゃないかな、そこら辺はどうなのか

なということの疑問が出たところでございます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 私どもは、地方自治法上の

位置づけを明確にすることが必要であって、地方自

治法上だと、議会の附属機関か、執行機関の附属機

関かということになると思いますけれども、議会の

自律権の問題として考えれば、やはり議会の附属機

関という位置づけにすることが妥当なのかなという

ことで、問題提起をさせていただきました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （１）審査会の位置づけについて、御意見、御質

疑がございましたら、お願いをいたします。 

○副議長（高口靖彦君） これは私の意見ですけれ

ども、ちょっと外れるかもしれないんですけれども、

政治倫理審査会に入る前の議会内での話合いみたい

な、これがある意味、必要なのかなと思います。 

 いきなり政治倫理審査会に入っていってしまう、

今回そうだったわけですけれども、ちょっと言えば、

私たちは何も話を聞いてなかった。何も知らなかっ

た。全く何も知らない状態で、いつの間にかこの政

治倫理審査会だと。 

 これで政治倫理審査しろとか、しないとか言われ

ても、「はあ？」みたいな状態になって、ちょっと

そういったことがどうなのかということで、この審

査会員での話合いに持って行く前に、何かしら議会

内での調整というか、話合いというか、分からない

んですけれども、そうしないと、一方で情報がいっ

ぱいある人と、一方で全然情報がない人といらっし

ゃると、これは当事者になってみれば分かると思い

ますけれども、完全にはしごを外されるみたいな。 

 それが後で、いや、うちらは話を聞いていないよ

と、何も聞いてなかったから、うちらも何も別にい

いですよみたいな責任のあれにもなってきて、楽な

意味合いでもあるんですが、その辺のところがこの

審査会の中に必要なのかなと。 

 もし逆に、これが公明党じゃなくて、共産党さん

であったって、立憲民主党さんの人だって、同じそ

れが逆の立場になれば分かるのかなと思われるので、

ちょっとその辺だけは意見として申し上げておきた
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いと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 今、高口副議長からの話は、調査に至るまでの前

段階の話というところで、後ほど審査会の付託の部

分についての御意見もいただきますけれども、そこ

にも通じる話かなというふうに思います。 

 ほかに御質疑、御意見はございますか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 今、高口副議長からの意

見というのは、後のほうにまた議論されるかと思う

んですけれども、今ここでそういった意見が出たの

で述べさせていただきますが、そうなってみると、

この審査会の開催は、プロセスとしては、有権者の

一定の署名数、ごめんなさい、これ何分の１だっけ、

500分の１の有権者の署名数があれば開催を請求す

る。それから、議員の４分の１の定数の署名があれ

ば開催を請求できるという、今回はこの議員の４分

の１の定数を根拠にもって開催を求めたという経緯

があります。 

 これももちろん初めてのことなんですけれども、

それを届出するのが議長にということになっており

まして、議長の判断で今回開催が決定されたという

ふうに理解をしております。 

 根拠としては、そういう数があれば、開催を要求

されたら、否決は、よっぽどな理由がなければでき

ないんだと思いますけれども、ですから、こういう

ことを議会の中での、もちろん今回を機にして動き

があった場合の流れ、先ほどそういうふうに全員で

集まって協議会するのがベストだと思います。 

 でも、いろいろな意味で、今回、選挙が近かった

という、距離的にもそういう課題があったこともで

きなかった理由かなと思いますけれども、そういっ

たプロセスもちゃんとしっかりと丁寧に、議会とし

てこの審査会を、市民参加型のものでもありますけ

れども、この政治倫理審査会というものを議会が持

っているという、附属機関ということが適正なのか

どうか分かりませんけれども、そういった中で取り

扱っているものですので、そこはしっかりと、そう

いう組立てを明確にしていくということが大きな課

題だったのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見はございますか。 

○議員（上條彰一君） 私も同様なんですけれども、

市民や議員からの調査請求を受けたときの手続的な

ものが一切示されていないので、結局、市民の500

分の１とか、議員の４分の１という規定で、議長が

受ければ、それはもう審査会の審査に妥当かどうか

の判断をしてという流れになっていたんだと思いま

すけれども、確かに調査請求をした議員とそうでな

い議員との認識の格差が生じるのは当然であります

から、そこら辺の手続をしっかりどういうふうに進

めるのかというところは、きちんとしていく必要が

あるのかなと思っていたところです。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。

―なければ、次の（２）審査会委員の在り方、

選び方についてに移らせていただきたいと思います。 

 このことについての補足説明をお願いしたいと思

います。 

○議員（山本みちよ君） この件については、現行、

外部委員の方の決め方というところでは、論文を出

していただくというところでなっているというふう

に伺っております。 

 せっかくいい機会ですので、そういった意味で、

現行の方法でいくのか、それとも、もう少し検討が

必要なのか、そこの部分も考えていかれたらどうか

ということの意見がありました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私たちとしては、６条２

項に定められております、地方行政に関し優れた見

識を有する者を３人以内というふうに示しています

けれども、初の政倫審の中で状況を見てきた中では、

やはりもう１人、地方行政に関して学識のある専門
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家の方が参加したほうが適切だったのではないかと

いうことで、そういう有識者を加えるような運用が

検討されるべきだというふうに話として出ました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （２）の審査会委員の在り方、選び方について、

御質疑、御意見があれば、お出しをいただければと

思います。 

○議員（頭山太郎君） クラブの方、自律権という

ことをおっしゃっているんですけれども、ちょっと

これもアドバイザーの方に聞いていただきたいと思

います。 

○議長（木原 宏君） 大石議員、いらっしゃいま

すけれども、ちょっとお断りしていなかったんです

けれども、ここにいらっしゃらない自民党クラブの

方の意見も、審査会の委員の方からのアドバイス同

様に扱わせていただくということでよろしいでしょ

うか。 

 今日は委員からも出されている文書での意見もあ

りますので、当然のことながら、これも一つの御意

見、問題提起、課題提起ということで、アドバイザ

ーの先生にはお伺いをしていきたいというふうには

思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。

―よろしいですか。じゃ、次に進みたいと思い

ます。 

 次に、（３）審査会委員の報酬等について、御説

明をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 私たち議選の議員は、自分

たちのことですから、なかったということで、それ

はいいんですけれども、５回分と決められた中での

報酬でしたので、あのタイトなスケジュールで、本

当に５回でよかったのかなと思いながら、予算組み

のことも、またそれが増えるなら考えていかなきゃ

いけないなというのもあったと思いますし、ですか

ら当然、メールでのやり取りもしょっちゅうやりま

したし、５回終わった後も、第６回がメールの中で

始まっているんですよ。 

 そんなことでやっていましたから、それを５回に

収めるために、正副の会長さんは随分足を運んでま

とめてくださったということがありましたので、そ

ういったところの配慮も今後必要なのかなというふ

うには思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 私どもも、委員への報酬の

支給というのは、やっぱり考えるべきだろうという

意見です。 

 今、頭山議員も言われましたように、我々議員は

議員報酬をもらっているから、費用弁償というわけ

にはいかないと思うんですが、他の弁護士さんだと

か市民委員の方たちは、やはり無報酬ということで、

結局、（「報酬は少し出ています」と呼ぶ者あり）

―少し出ていましたか、いろいろ意見とか、事

前の発言準備などもしなければいけなかったわけで、

本来、行政委員会に準じた形で報酬の支給が必要な

んじゃないかということで、検討課題として検討し

たほうがいいんじゃないかという意見です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私たちとしても、委員の

報酬についての規定が曖昧ということとして出まし

て、もちろん回数がこれでいいのかということも含

めてですけれども、しっかりとやはり議論をしてい

ただくということの中での報酬の在り方を定めてい

くべきだと思います。 

 それで、中での議論は、私たちの中でもいろいろ

あるんですけれども、議員は報酬がないという、私、

個人的には、議員の報酬は必要ないと思いますけれ

ども、やはり会派の中では、そこのことも含めてど

うなのかと。 

 それは、一つは大きく全体で見ると、私たちが議

員として参画をしている例えば都市計画審議会、こ

こは議員としての参加でも報酬が出ていると、条例

の中で定められているという、そういったことがあ

りますので、もう一回そこも、どこかで全体のバラ
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ンスということを確認していくという、これは私の

意見ですけれども、都市計画審議会の参加などには

議員の報酬はカットしているという他市の事例など

もありますので、そういったことも今回議論をして、

ここの中の議員の参画としてはどうなのかというこ

とも確認していく必要があるというふうに思ってい

ます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 今、稲橋議員から言われた部分もちょうど、せっ

かくこういう検討の場ですので、議員の報酬の在り

方についてもアドバイザーのほうに御意見を求めて

いくということはいいのかなとも思います。 

 あれだけ膨大な会議、調整も含めて出てくると、

あるいは議員報酬の中だけでの負担感というんでし

ょうか、仕事量も膨大になってくるということにな

ると、考え方とすれば報酬を出すということも一方

ではあるのかもしれませんので、このことについて

も御意見を求めていきたいというふうに思います。 

 それを踏まえまして、ここの（３）の部分につい

て御質疑、御意見はございますでしょうか。 

○副議長（高口靖彦君） 委員の在り方、ごめんな

さい、（２）のほうで意見を述べ忘れたので、よろ

しいですか。 

 この外部委員の選任の在り方についてなのですが、

１点だけ私は思っていて、世の中にはリベラルから

保守まで、いっぱいの方、思想を持っている方、も

しくは考え方を持っていらっしゃる方がいらっしゃ

るんです。 

 この中から外部の公選を選ぶときに、それが分か

らないと。もし意図的にリベラル派の人ばっかりだ

ったり、逆に保守派の人ばっかりだったりとか、こ

ういうことになると、非常に後でまずくなるのかな

と。それは最後まで分からないですけれども。 

 ただ、だから、そのことについて、本当に考え方

がある程度フラットみたいな、本当にそういうふう

な方、だからこの選任の委員の在り方についてとい

うのは、そういったことも頭の片隅に置いておくべ

きなのかなということを私は思っています。 

○議長（木原 宏君） 今の副議長のところは、

（２）の部分に属する御意見でございますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） すみません、今ただ意見

を聞きおきするという流れだけだと、少しここで質

問したりとか、議員間のそういうのもいいんですか。 

○議長（木原 宏君） 御意見として出していただ

く分には、質問というよりも、御意見として出して

いただければと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） すみません、今、高口副

議長が述べられたことなんですけれども、人選とい

うことでは、当然いろいろなやっぱり政治的な思考

というか、やっぱりその解釈の仕方が異なってくる

部分もあるのかなというふうに思うんですけれども、

やはりそれを整理するのが見識ある専門家の方かな

というふうに思うので、そこの人選というか、そこ

の部分はどういうふうに人選していくかということ

は、みんなで協議かなと思うんですけれども、今、

委員の市民公募とかしていますよね。そこの部分に

ついては、やはりそういう色をつけていくべきでは

なく、市民自らがやっぱり公募してくるということ

を大事にするという、そこは基本原則かなというふ

うに思うんですけれども、そういった理解でよろし

いんでしょうか。 

○議員（頭山太郎君） 先ほど市民の皆さんは文章

を何か書いていらっしゃるというのはちょっと初め

て知ったんですけれども、それを内容を読んで、こ

っちだとかして、選んでいるんですか、今は。どう

いうふうにして今は選んでいるんですか。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） これとは別に、

審査委員の選出に関する要綱などもございまして、

それに従っているわけですけれども、市民公募につ

きましては広報に公募の記事を掲載しまして、論文

を提出していただき、審査会の委員は、議長なども

入っていらっしゃいますけれども、その方たちが採
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点をして決定をするものです。その採点の基準の中

には、公平性という項目もございます。 

 以上でございます。 

○議員（頭山太郎君） そのテーマの内容とかは、

どういった内容で書いてもらっているんでしょうか。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） テーマの内容は、

今、広報を確認して、後で答えさせていただければ

と思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） いずれにいたしましても、

この審査委員の選び方ということで、議員は当然、

自らの主義主張を明確にして、市民の負託を得ると

いう選挙を通じて議会に参画をしておりますので、

当然、考え方が異なるメンバーが集まってくるわけ

でございますので、そこは特に、選挙というところ

を通ってきているので、特にそこは問題ないのかな

というふうに思いますけれども、一般市民から公募

いただくということは、いろいろ考え方がどこにあ

るのかというのは、なかなか事前にうかがい知るこ

とは当然できないわけでありますので、考えなけれ

ばいけないのは、どのような形で選ばれたとしても、

審査会の場においては、政治的な主義主張は抜きに

して、公正・公平な立場で起こっている事案に対し

て向き合っていただくということをお願いをしなけ

ればいけないですし、また、選ばれた方にもそこは

守っていただくというような、この枠組み、まさに

この検討会議でそういったことも踏まえて、ルール

づくりというんでしょうか、やっていくのが妥当な

のかなというふうには思います。 

 ほかに御意見、御質疑はございますでしょうか。

―よろしいですか。 

 じゃ、先ほど頭山議員のところの御質問について

は、分かり次第、お答えをさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 続きまして、４、調査の開始についての（１）調

査請求の要件（時期）についての御説明をいただき

たいというふうに思います。 

○議員（頭山太郎君） 選挙前の一定の期間は、受

け付けるべきではなかったのではないかなと思いま

すので、そこもアドバイザーの方に聞いていただき

たいと思います。 

○議員（山本みちよ君） 頭山議員と同じ見解でご

ざいます。 

 やはり今回、特に改選前というところがありまし

たので、一定期間、請求は受け付けない、本当にそ

の方の行動がというのであれば、もっと事前にする

ということも可能かと思いますので、時期的な部分

は検討の余地ありということでございます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、この（１）調査請求の要件（時期）に

ついて、御意見と御質疑があれば、お出しいただき

たいと思います。 

○議員（上條彰一君） 確かに選挙を挟んでという

ことは本当に大変だったので、そこら辺の考慮とい

うか、そういうのが一定されたほうがいいなと思い

ましたので、そこも検討課題ということで入れてい

ただければと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見ございますでしょうか。

―大丈夫ですか。 

 じゃ、次に（２）の調査請求の要件（人数）につ

いて、御説明をいただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 今のは４分の１ですから、

７名で出すことができるということですから、出し

たら、また、じゃ、今度反対だとか、何かいろいろ

なことが、４分の１の人数で、果たしてこれが適切

なのかなということ、そこはよく考えていく必要が

あるのかなと思いますので、そこら辺も聞いていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（山本みちよ君） 先ほど高口副議長からも

ありましたけれども、全員がある程度、同じ情報を
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知った上で、署名人数について、現行４分の１を過

半数に上げるとか、３分の２以上に引き上げるべき

ではないかという意見がありました。 

 それと併せまして、全く反対なんですけれども、

入り口としては、賛同議員は今の現行でもいいので

はないかという二つの意見がありました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、（２）調査請求の要件（人数）につい

て、御質疑、御意見があれば、お出しをしていただ

ければと思います。 

○議員（大石ふみお君） 今お話があった議員の４

分の１ということでありますが、市民のリコールじ

ゃないけれども、署名も、今、500分の１というこ

とでありますので、その件もせっかくであれば併せ

て、市民の請求権の人数というの、割合というのも

やっぱり一緒にやったらどうかなと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 適正かどうかというのは

これからの議論ですけれども、やはり私としては、

４分の１の署名としては、市民が求めやすいという

か、そのハードルを上げる必要がどこにあるのかな

ということもありますので、これからの議論、４分

の１としては妥当だというふうに思っております。 

 それで、一つやはり市民側の意見として出たもの

を述べさせてもらいますけれども、こういった、こ

の改正が初めてということもありますし、この要件

が市民側からは知らなかったと、有権者の500分の

１というのはすごく高いハードル。 

 でも、そこに一方、議員の４分の１の署名でそれ

が求められるということに、全くそのことは知らな

かったということがあったので、やはり市民側サイ

ドから見れば、それだったらここが使えるんだとい

うふうに思える、周知も含めて、そのハードルをや

っぱり低くするということが重要だというふうに思

っています。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御質疑、御意見はご

ざいますでしょうか。 

○副議長（高口靖彦君） これ、私があれしたんで

すけれども、４分の１以上、過半数、もしくは３分

の２、これ何でかというと、会派の中の多数派が４

分の１、すなわち７以上、８を持っていると、時の

議会構成の中で多数の会派を持っている方がそれだ

けでできてしまうということを、私は少し懸念とい

うか、不安を持っていると。 

 だから、本来どんな人でも、これはもうやるべき

だよねと、これは政治倫理審査会を開かないとまず

いだろうと。それはどの会派に所属している方でも、

もうこれは一致できるねというふうな案件であって

初めて政治倫理審査会ができるのかなと。 

 ４分の１だと、逆に言うと、７だから、残り21が

反対していたとしても、これ、できちゃうというこ

とになるんだよね。これはどうなのかなと思われる

ので、だから、そういう意味で、私は過半数、ある

意味、市議会の総意、全体としての意見が一致した

ということの数があってやるべきではないかなとい

う意味で、今の現行以上に上げていくべきかなとい

うふうに思いました。 

 以上です。 

○議員（上條彰一君） 恐らくこの議会の定数の４

分の１というのは、議会招集権との兼ね合いもあっ

て、当時この条例をつくったときに、そういう議論

があったんじゃないかと思われます。 

 それで、議会全体の創意をどこに置くのかという

ことの、どのあたりにということになるので、全体

的な合意とともに、こういう政治倫理上の疑いがあ

る案件について、きちんと議会として議論をしてく

れということでの、審査をしてくれというしやすさ

という点では、私なんかこの４分の１というのはか

なり妥当なところなのかなと思うところですけれど

も、そこら辺はしっかり議論の課題として検討して
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いく必要はあると思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 意見として述べさせてい

ただきますが、やはり議会は一つの合議体ですから、

望ましいですよね。やっぱり議会が一致して、これ

は本当に審査会にかけたほうがいいと。それができ

るのが望ましいけれども、でも実際は、やはり政治

という場で、いろいろな考えがあるわけですから、

そこはなかなか難しい。それは請願や陳情も含めて、

同様になってくるわけですよね。 

 ですから、しっかりとやっぱり市民側の声に耳を

傾けていくという、そういうハードルの低さをどこ

に私たちが設けるかということ、そこが重要で、そ

こがやっぱりこの署名の数にもつながってくるんだ

と私は思っていますので、ここはしっかりとまた今

後の学びの中で議論していきたいと思っています。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ここの部分については、いろいろな御意見があろ

うかというふうに思います。開催要件についてはハ

ードルを上げる、あるいは現行のままというのは、

先ほどやった、そもそもの政治倫理審査基準をもう

少し具体化をしていけば、今の開催要件でも、ある

いはいいのかもしれませんし、その辺はセットなん

だろうというふうに思います。 

 というのは、先ほど来、御指摘があるとおり、恣

意的な仮に運用がされた場合、時の勢力、議会構成

によって、単独会派だけで調査請求ができるという

可能性も当然あるわけですけれども、そこにはやは

り一定の具体がちゃんとあってということがないと、

セットになってこないと、あるいは時の単独会派が

調査請求をされた場合、請求者になった場合は、防

御権あるいは名誉回復ということが、先ほど山本み

ちよ議員が悪魔の証明というような、ないことを証

明するということは非常に難しいことなので、そう

いったことを防ぐ仕組みを、恣意的に運用ができな

い仕組みを考えるのが第一次の目的なんだろうとい

うふうに思いますので、そこを大前提として、開催

要件、この人数も、今のままでいくなら、より、誰

が見てもこれならというものにしていかなければい

けませんし、そこまで書き込めないなら、議員の開

催要件の人数を引き上げていくと。単独の会派だけ

で乱用ができないような仕組みも考えていかなけれ

ばいけないと、こういったことも出てくるのかなと。

同じ４分の１でも２会派をまたぐとか、そういうこ

とも、いろいろな検討はできるのかなというふうに

思いますので、その辺のところもアドバイス、今後

の検討課題にしていければというふうに思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 ほかに御質疑、御意見は大丈夫でしょうか。

―次に進みます。 

 （３）の調査対象事項の時間的範囲について説明

をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） これつくったときは、前の

ことは関係ないよみたいな感じで、これからのこと

で規定しますという、そのときの文章で終わってい

るので、ちょっと今は違うのかなというふうに読ん

だ形です。 

 ですから、その文言は変えて、現職の今の市議会

議員というふうに変えるべきではないのかなと思い

ました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（山本みちよ君） 時間軸として捉えた場合

に、どこまで過去に遡っちゃうのかねという、特に

プライベートも入っていくという形になったことも

考えたときに、どこかできちっと線引きは必要だろ

うというところから、議員在職中に限るというよう

な形での意見がございました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（大石ふみお君） 私もこの政治倫理審査会

を開くために証拠を出すということになりますので、

ある程度期間を決めて、それ以前のやつは証明も大

変難しくなるということもありますので、ある程度

期間を定めたほうがいいということで出してみまし
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た。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、この（３）調査対象事項の時間的範囲

について、御質疑、御意見があればお出しいただけ

ればと思います。―よろしいですか。 

 じゃ、次に進みます。 

 （４）調査請求書につきまして、御意見をいただ

きたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 請求書を出すときに、この

請求書と署名した議員のだけではなくて、ある程度、

こういった書類が、こういったものがきちんと証拠

としてあるんですというのを出したらどうかという

御意見がありました。 

 また、署名議員団は、こういう疑惑があるから調

べてほしいと請求をなさったわけですけれども、や

っぱり議長が付託する前に、疑惑をある程度立証し

てもらうということも大事じゃないかということが

出ました。 

 先ほどありましたけれども、ですから、議長に、

こういう疑いがあるというものが、もう人数も署名

議員も決まっていて、書類もそろっていたら、もう

事務的に、それは議長の思いとか関係なく、それは

もう書類はそれで受け付けて、今回みたいにすぐ付

託するのか、そうじゃなくて、やっぱり一旦そこで

預かるまでにどうするのか、受け取るのかどうかと

いう問題もありますけれども、要件がそろったら受

け取っちゃうわけですけれども、受け取った後、じ

ゃ、政倫審のことは代表者会議だから、代表者会議

でこの件は話し合いましょうとして一つ置いて、そ

こでやるのか、二つやっぱりちょっとうちのほうも

意見が出たところでございます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、（４）調査請求書につきまして、御意

見、御質疑があれば、お出しをいただきたいという

ふうに思います。―よろしいですか。 

 じゃ、次に進みます。 

 次の（５）審査会への付託について、御説明をい

ただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 今申し上げたことにも通じ

ますけれども、議長の付託基準が全く明確ではあり

ませんでした。 

 だから今回、委員会でも、委員会で適否と存否、

両方尋ねられたわけですけれども、それを両方やっ

ていいのか、これが適するかどうかということはし

っかりと議会側で、代表会議なりで、これは適する

から、そのことは存否を考えてほしいとやったほう

がいいのか、そこら辺もちょっとアドバイザーの方

に聞いていただきたいなと思って、あとはそこがき

っちりしないと、時の議長でいろいろとならないよ

うにするためにはどうしていくのか、今回のように

手続として成り立っていれば、すっともう開くと、

預かった時点で開くということがイコールになって

いましたから、付託で。その前に段階的なものが、

恣意的なものじゃなくて、本当にそれをしっかりと

したものにするために必要なのかどうかという、ち

ょっと二つの意見が出たところでございます。 

 ですから、もし付託する前にそういった代表者会

議とかでやるんだったらば、適否までしっかりとそ

こで考えるべきか、それが必要だったらば追加する

ことも大事じゃないか、そういった御意見もありま

した。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、（５）の審査会への付託について、御

質疑、御意見はございますでしょうか。 

 私のほうからも申し伝えさせていただければ、や

はりここまでの質疑の中でも明らかになっていると

おり、調査請求から開催に至るまで、やはり判断基

準が曖昧な部分が非常に多いということで、仮に今

現在、私宛てに調査請求が出された場合、議長にお

いてそれを付託するかどうかの判断基準がない状態、

事実上ないような状態になりますと、うがった見方
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をしますと、その時の議長の考え方で、例えば同じ

会派の議員に対する疑いが持たれたときは拒否して、

自分と考えの違うところの会派の人が疑いを持たれ

たところは無条件で開催をするというようなことも、

極端に言えば、時の議長の判断でできてしまうと思

います、今のこの運用状況であれば。 

 したがいまして、やはり調査請求から、先ほど副

議長からも話がありましたけれども、開催に至るま

で、付託をするまで、例えば疑いを持たれた議員か

らも聞き取りをする、あるいは議会にも、きちんと

こういう今状況になって、皆さんの御意見を聞きた

いとか、いろいろな開催に至るまでのプロセスは、

もう少しマニュアル化というんでしょうか、きちん

としておかないと、時の議長の判断で大きくここは、

いい意味でも、悪い意味でも、変わってきてしまう

のかなというような部分がありますので、今回の検

討会議も当然そういったことも踏まえての話になる

と思いますけれども、私のほうからもここで御意見

として出させていただきたいと思います。 

 続きまして、次に移ります。 

 次に、５、調査の進め方につきまして、（１）当

事者の関わり方について、補足説明をいただければ

と思います。 

○議員（頭山太郎君） ５月９日に出されたときに、

ある署名議員の方から私は聞いたんですけれども、

自分はそんな、あまり書くつもりはなかったと。で

も、調べるだけだからということで、ちょっと名前

も出てびっくりしたとかということがあったんです

ね。 

 私、それ、署名議員の方とか、その代表の方を責

めているわけじゃなくて、やっぱりその認識が結構

曖昧だったんだなということが、このことを通して

自分はすごく、ずっと感じていることなんです。 

 だから、そのことを、私は代表が答えると思って

いたので、代表に当日質問しようとしたら、答える

方は違う方が答えて、いや、自分はよく分かってい

たというので、それはその方は分かっていたと思う

んですけれども、そこが、私は代表に聞くつもりだ

ったので、ちょっとそこら辺がどうだったのかなと

いうふうに思ったところです。 

 私は、１回目の会議で会長に、これはきちっと答

えるのは誰なのかと聞いたんですよ。それで、疑っ

た側が確認するということで、立証するのは疑った

側だということだったんですけれども、それはしっ

かりとお答えできなかったところがあったので、な

かなかそれは難しかったところだなというふうに思

いました。 

 それから、調査請求権があって、調査をするとい

うことなんですけれども、私は両方に同じことを聞

いても、それを調べるすべはなかった。奥村委員な

んかはもうちょっと時間をかければ調べられるんだ

と、私もそれ調べてほしかったですけれども、どっ

ちかがうそを言っているんだから。だから、これは

本当に委員会に対する冒瀆ですからやってほしかっ

たんですけれども、審査会に対する。でも、それは

私たち、調べるすべがないんですよね、調査請求権

と出されても。調査できないんですから。それを調

査しろというのは、本当にどうなのかなと。 

 だって、出された資料だけで判断したんですよ。

出された資料だけでしましたから、ちょっと自分の

関わり方として、今決められた中で一生懸命して、

自分でちゃんとジャッジしましたけれども、大変そ

こは厳しかったところがあったというのが実情で、

ちょっとそういったことがあったということを申し

上げました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 調査対象となった議員の対

応の問題については、条例上は、議員の協力義務と

いうことで、審査に必要な資料を提出し、また会議

に出席しなければならないと。あわせて、調査に協

力しない、または虚偽の報告をしたときには、議会

報等でその旨を公表するという規定だけなんですね。 

 ここら辺は、もう少し細かく、どういう場合に協
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力しないと見るのかとか、そういうことはきちっと

規定をしておかないといけないのではないのかなと。

また、それに対して、きちっと対象となった議員が

どう協力するのかということを定めておくというこ

とが必要だということでの課題だと考えます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、（１）当事者の関わり方について、御

質疑、御意見があれば、お出しをしていただければ

と思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） これは結局、今回、当事

者の関わり方ということで、この審査会を開いてほ

しいという、まさに当事者がいらっしゃってという

ところなんですけれども、私も署名議員の一人とし

て進める中で、結局求めている側の持っている資料

とか、そういったものを判断をした中で、これは審

査会が必要だというふうに理解をして、署名議員に

なって、その開催を求めたわけですけれども、やは

りその当事者がきちっとその証拠を皆さんに提示し

たりとか、説明したりとか、そういったもの自体が

時間的にもなかったですし、例えばその証拠、これ

は求める側、それから問われている側というところ

で、そこは１回ずつあったわけですけれども、その

ことが事実かどうかということも、まずはお互いの

認識の違いだって当然あるわけですし、それから、

そのことが事実かどうかという私たちは調査権が、

私たちというか、その審査会は調査権がないので、

そのことを調べていくという、そういったこともそ

の中にはなかったわけなので、かなり今回、皆さん

に本当に頑張って進めていただいている状況ではあ

りましたが、その虚偽というものがあった場合につ

いての確認のしようもないという、そんな状況であ

りました。ですから、それもどのようにしていくの

かということは、重要だというふうに思っておりま

す。 

 それから、時間軸としても、その証拠というか、

そういった資料の提出は１回しかできなくて、その

提出も認められなかったということは、やはり時間

に限りがあったということだったと思いますので、

そういったことも改善点だというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。

―ないようでしたら、次に進みます。 

 （２）調査開始後の調査事項の追加について、御

説明をいただければと思います。 

○議員（上條彰一君） この問題は、資料の提出の

期限ですとか、公平な、最終提出期限などの考え方

をしっかりと明確にしておくことが必要なのではな

いかということの意見を出していただきました。 

 かなり時間的な制約があるので、いろいろその限

られた中で、今回は資料の提出ということになった

ので、請求した側も請求された側もかなり大変だっ

たんじゃないかなと思いますから、そこら辺の時間

的な問題も含めて考慮できるような期限を定める必

要があるということです。 

 それから、もう一つは、審査の範囲を、対象をど

こに置くのかということで、今回、調査請求をされ

た調査請求書に基づく訴えに限定をするということ

で、審査会では限定をしましたけれども、今回こう

いう審査会ができたということで、いろいろな情報

提供もあったりしてきた中で、そういった情報の取

扱いをどうするのかというところも定められており

ませんでしたから、時間的な制約の中で、どうして

もそこら辺は審査対象から外さざるを得なかったと

いうことで、逆の全体像が明らかにできないことに

なったのではないかなという思いが私どもはありま

すものですから、しっかりとそういうことを明確に

する必要があるんじゃないかということと、それか

ら、さりとて、疑惑を持たれた議員のきちっとやっ

ぱり、そういう疑惑はないならないということでの

証明ができる、そういう時間的な保障だとか、資料

の提出だとか、そういったこともしっかりと行える
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ような対応は必要なのかと思いますし、そういうこ

とをきちっと条例上明記していくということが必要

なのではないかという提案であります。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （２）の調査開始後の調査事項の追加について、

御質疑、御意見があれば、お出しをいただきたいと

思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） これも時間的な回数設定

に当たるかと思うんですけれども、やはり証拠のも

のとか資料を提出するということがタイトな状況の

中で、やっぱり前日になったりというところの中で、

結果的に目をしっかりと通せないまま臨むしかなか

ったというところも今回、もちろん目を通していた

だいていたんだと思うんですが、かなりボリューム

があったりとか、タイトだったなというふうに思い

ますので、そういったことも、しっかりと資料の提

出の期限とか、それから読み込む時間とか、そうい

ったものなんかも、していかなければいけないんじ

ゃないかというふうに、思っております。これはそ

の提出をした側の市民側の意見です。 

○議長（木原 宏君） ほか御質疑、御意見はござ

いますでしょうか。 

 やはりこの審査の範囲を明確にするというのは非

常に大事なことかなと。追加で新たな疑惑が出てき

たといっても、なかなか防御をする側の対象となる

議員の立ち位置も当然あるわけで、ありまして、裁

判所で言えば一事不再議みたいな考え方があります

し、刑事事件で言えば一罪一逮捕一勾留みたいな考

え方も当然あるわけでございますので、次から次に

出すと、審査の会議の内容にもどこまでできるかと

いうこと、調査がどこまでできるのかという、現実

的な問題もあろうかというふうに思いますので、こ

の部分についてはしっかりと検討を進めていかなけ

ればいけないと思いました。―よろしいですね。 

 じゃ、次に（３）守秘義務について、御説明をい

ただきたいというふうに思います。 

○議員（頭山太郎君） 委員というのは公平・公正

にやるということで、しっかりと条例に書かれてい

ますので、しっかりとそれは守っていただくことが

必要だと思います。 

 それから、Ａ氏とＢ氏のプライバシーの保護がで

きていたのか。本当につい立てだけで、終わったら

また後ろに戻って聞いていらっしゃる。何かプライ

バシーの確保というのが本当にあれでよかったのか

なというのは、ちょっと疑問が残りましたので、ど

ういうふうにしているのかアドバイスをいただきた

いと思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私たちとしては、６条４

項、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い、その職を退いた後も同様とする。これは当然の

ことだと思いますけれども、でも、ここの守秘義務

と７条４項、審査会の会議は公開するものとする。

ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員

の３分の２以上の同意を必要とするという、このと

ころが、公開をするということが基本原則になって

いるわけなんですね。 

 ですから、守秘義務の部分との整合性、ここをど

ういうふうにしていくか。だから、プライベートを

何として非公開とすることかということも明確に定

めていかないと、基本的には公開の会議ですので、

しっかりとその情報は事実として市民側に情報提供

できなければいけないし、かといって、この参加し

た委員の守秘義務ということはどういったことなの

かという、そういったことも、確認しなければいけ

ないのではないかという話として、その整合性とし

て話が出ました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに（３）の守秘義務について、御質疑御意見

はございますでしょうか。―なければ、次に進

みたいと思います。 

 （４）会議の公開、傍聴、議事録を含むを補足説

明いただければと思います。 
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○議員（頭山太郎君） 公開の在り方をもう少しは

っきりしたほうがいいということで、プライバシー

の問題もありますから、インターネットまではいか

なかったとしても、ちょっと御意見としてあったの

は、市民の方なんか後ろで聞いていても、やり取り

がよく分からないと。分からないのにやっている、

その範囲が難しかったので、そこの傍聴に来られた

方や、後から議事録も詳細には、概要しかやってい

ませんから、どこまで明確にそこでつかみ取ってい

ただくかというところの問題が、ここもちょっと考

えどころかなというふうには御意見としてありまし

たので、聞いてみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） やっぱり審議会は公開が原

則ということで、条例上の定めもありまして、今回

ちょっと予算上の問題なんかもあって、インターネ

ット中継は難しいということなんかもありましたけ

れども、公開というならば、リアルだけでなくて、

こういうインターネット中継などもできることも必

要なんじゃないかなということです。 

 それから、傍聴者への資料配付の関係なんですが、

当日の会議の進め方、次第しか配られなくて、やり

取りを聞いているだけということで、よく分からな

いという、そういう意見もありましたので、そこら

辺は、この公開と、それから当事者のプライバシー

の保護という問題の兼ね合いだと思いますから、ど

こまで公開していくのかということは、やっぱり検

討をする課題ではないかなということです。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私たちは、先ほどの守秘

義務のところと同様な内容としての整合性、どこま

で、それは公表ということが第一義として掲げるも

のなので、そこの公開ということと併せた、先ほど

も言いましたように、守秘義務というところの整合

性をしっかりと位置づけていくということだと思い

ます。 

 そして、先ほど頭山委員からもありましたけれど

も、傍聴している市民も、最初何人か数多く、やは

り初めての政倫審の開催なので傍聴されて、でも、

スタートのところの議論の入り口も難しかったんで

すけれども、それ以降もやり取りが、資料もないの

で、よく分からないといったところが市民側からの

意見としてありましたので、やはりせめて出される、

いろいろな膨大な資料を全部出してということでは

なくて、まずはスタートとして、陳述書、お互いの

見解というものが出ているものは、最低限そこは傍

聴者に配付とか公開という、そういったものなども

していくべきだというふうに思っています。 

 それと、それをホームページにアップして公開す

るということも併せてということです。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （４）の会議の公開、傍聴、会議録を含むの部分

について、御質疑、御意見はございますでしょうか。 

 当然、これは傍聴者への資料の公開というのは、

個人情報保護のことも出てきますので、当然今後そ

ういうことも考えていく中で、あるいは匿名加工し

て出すとか、いろいろ考え方はあるのかなというふ

うに思いますので、今後の検討としていただければ

と思います。 

 続きまして、（５）調査対象議員の防御権につき

まして、補足説明をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 代理人の扱いが明記されて

いなかったので、それは書いたほうがいいのかなと

思いました。 

 それから、弁明の場がないので、やはり付託する

前の代表者会議なりでそういう場を設けるのであれ

ば、判断する前の双方の意見もある程度は、出され

たものだけでやっちゃっていいのか、片方の意見だ

けを聞いて進めていいのか、そういったところでの

問題もぜひアドバイスいただきたいと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（山本みちよ君） 書いたとおりで、代理人
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の在り方といったことが触れていない部分もありま

したので、そこはきちっと盛り込むべきということ

で載せております。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 今回の審査会でも、やはり

代理人と補佐人の違いですとか、代理人の扱いをど

うするのかとか、いろいろ審査会の中でそこら辺の

交通整理をしなければならなかったということもあ

りますので、そこら辺は定義も含めてしっかりと明

文化しておく必要があるのではないかという意見で

す。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（大石ふみお君） 今、議員からお話があっ

たとおり、明文化されていないので、代理人か補佐

人か、明文化をして入れたほうがいいというふうに

思っています。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 この（５）の調査対象議員の防御権について、御

質疑、御意見がございましたら、お出しいただけれ

ばと思います。 

○議員（頭山太郎君） やっぱり委員会の中でも、

それは補佐としてはいいんだけれども、やっぱり自

分が疑われているから、その議員が自分の口で出て

きてやるのは当然、絶対だということがありました

ので、それは確認すべきだと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） すごく厳しいかもしれな

いんですけれども、やはり議員が求められているこ

とに対して議員が答えていくということが基本かな

と思うと、補佐人、今回は弁護士さんが同席された

ことに、ちょっと私はすごく驚きました。 

 そこがいいとか、悪いとかは別としても、議員自

らがその受け答えをしていくということが、その責

任として求められているのではないかなというふう

に私の中の認識があったので、その部分も、市民か

ら選ばれた一議員、公人としての議員がどういうふ

うな対応をするかという、説明責任ということが、

どういうふうに位置づけるかということだと思いま

すので、そこもしっかりと今後の議論につなげてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見ございますでしょうか。

―なければ、次に移りたいと思います。 

 （６）調査の期限について、補足説明をいただけ

ればと思います。 

○議員（頭山太郎君） やっぱりちょっと短かった

のではないかと思います。回数的な問題もぜひ検討

していただきたいと思いますし、今回は議長がそこ

は考えたらできるということで運用できましたけれ

ども、それはしっかりと残すんですけれども、基本

的にこれでいいのか、少しここもアドバイスいただ

きたいと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（山本みちよ君） 私どもも同じ意見が出て

おります。延長となった場合の手続論もきちんと明

記すべきではないかということでありました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 今回、８ということで、い

ろいろ苦労があった一つだと思います。 

 コロナ感染の問題ですとか、市議選改選の選挙を

挟むということで、いろいろ対応が大変で、実質的

に延長を10日間しなければならなかったということ

にはなりましたけれども、そこら辺はやっぱりきち

んと、この90日以内というのが妥当なのかどうかも

含めて、いろいろなケースを想定して、延長ができ

るような対応は条例上も明記しておく必要があるん

じゃないかということです。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 本当に今回、短い間に委
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員の皆さんが御苦労されたことは、本当に改めて感

謝申し上げたいぐらいです。そういった中での審査

の期間が短かったというのは、皆さんと同様な意見

です。 

 その期間が短かったということで、具体的に第７

条２項の当該議員その他の者に対し、事情聴取等、

必要な調査を行うことができるということや、第８

条の２項の審査会は議員が調査に協力せず、または

虚偽の報告をしたときとありますけれども、それに

当たるかどうかの審査をする時間も割けなかったと

いうことを具体的に私たちは話をして、ここは問題

だということで、話として出しました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 この（６）調査の期限について、御質疑、御意見

はございますでしょうか。―ないようですので、

次に進みたいと思います。 

 （７）その他の論点のところにつきまして、補足

説明をいただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 専門の方の意見を聞く機会

が全くありませんでしたので、もしそれを聞くんだ

ったらば、さっきの90日と連動しているところで、

それからＡさんの、聞きづらかったですね、隣に行

って聞いていて、私たちも離れたところから耳をそ

ばだてて聞くような形で、これはやっぱりしっかり

マイクを通して、この中だけ設定はできると思うの

で、やったほうがよかった。 

 同じことを聞いたはずなんですけれども、答えが

違っていたから、そこもしっかりやっぱり決めなき

ゃいけないなと思いました。 

 以上です。 

○議員（山本みちよ君） 書いたとおりですが、参

考人、証人の在り方についてもしっかりと明文化を

していく必要があるということでした。 

○議員（上條彰一君） いろいろな調査報告ですと

か、それから審査概要などの文言の調整というのは、

かなり時間を取ったのではないかなと思います。 

 なかなか審査会の場だけではできなくて、いろい

ろメール等によるやり取りもありましたり、これも

含めたやっぱり時間的な設定が必要だと思いますし、

そういったことも方法等も含めて、施行規則になる

のか、明記が必要なのかなという意見です。 

 以上です。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 審査会ということが主語

になっていますけれども、議会報への公表ですよね。

今回そのこともいろいろと、その後のこともいろい

ろな定めがなかったものですから、いろいろな議論

がありました。 

 本会議での報告、それからその後の議会報の公表

という、実施しましたけれども、そういう流れなど

もやはりしっかりと示していかなければいけないと

いうふうに話が出ました。 

 審査会の結果の公表の在り方というものがどうい

うふうになるかということがとても、後々の市民へ

の情報提供ということにつながりますので、そこは

しっかりと明確にして定めていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議員（大石ふみお君） その他であります。 

 素朴な質問として、意見として、調査請求後、被

請求議員が辞職した場合、この審査会が継続するの

かどうかということをやっぱり明記したほうがいい

のかなと。 

 今回は途中に改選があったということもありまし

て、例えばの話、改選後に対象者が落選をした場合、

この審査会はどうなるのかということをちょっと疑

問に思ったということで、出させていただきました。 

 二つ目、施行規則でありますが、審査会の委員の

会議の出席でありますが、９名であります。今回の

審査会もいろいろ、会長とか委員の皆さんが苦労し

て、全員がそろうところを模索をして開催をしたと

いうことで、大変苦労したというふうに思いますが、

やはりこの大事な議員の名誉と申しますか、それを

決める審査会でありますので、やはり委員が全て参

加するべきだというふうに思いまして、記入させて
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いただきました。 

 やむを得ない場合は委任状でもいいということで、

委員全員がその内容を知るということが必要だとい

うふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （７）その他の論点について、御質疑、御意見は

ございますでしょうか。 

○議員（頭山太郎君） 今、稲橋議員のお話を聞い

ていて、やっぱり議会報の部分は、議会の措置の中

に入れたほうがいいんじゃないかなというふうには

思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。

―なければ、（７）その他の論点については、

以上とさせていただきます。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 先ほどの遠山議

員からの御質問の件ですけれども、政治倫理審査会

委員募集の広報の記事にも掲載がありますが、論文

のテーマは、政治倫理と議員のあるべき姿というテ

ーマでございました。 

 以上でございます。 

○議員（頭山太郎君） ありがとうございます。 

 それは毎回同じテーマで、それで募集していると

いうことですか。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 前回と同じテー

マであったことは事実でございますけれども、毎回、

事務局内で議論をして決めているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 続きまして、６の調査の終了の部分の（１）採決

について、補足説明をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 私は、存否ですから、マル

かバツかだと思ったんですけれども、たしか副会長

は「うーん」という感じで、そうしたら、会長が、

じゃ、保留ですねとおっしゃったんですが、その選

択肢があるのかと思って、私はバツと言った後でし

たから、「あっ」と、バツでいいんですけれども、

思ったので、そこら辺が初めに選択肢がこうですよ

というのであれば、あると思うんですけれども、そ

こがちょっと明確じゃなかったので、保留というの

があったので、それがどうだったのか聞いてみたい

と思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 会長の表決権の明示という

ことで、今回の審査会では、会長の場合には、委員

の皆さんの表決を行った後、意見が分かれた後にと

いうふうな扱いになったと思いますが、そういうこ

とも含めて、表決権をどうするのかというのはきち

んと明記しておく必要があるかなということです。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 それでは、この（１）の採決の部分について、御

質疑、御意見はございますでしょうか。―よろ

しいですか。 

 では、続きまして、（２）の措置の勧告について、

補足説明をお願いしたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 今回、やっぱりどういう措

置かということも決まっていませんでしたので、そ

れを段階的に何段階にするのか、しっかり条文化し

ていただいて、軽いほうから重いほうまで決めてい

ただきたいと思います。 

 それから、条例違反がないと分かったときの名誉

の回復がありませんでしたので、これはしっかりと、

どういうふうに名誉を回復するのか、それこそ議会

報に載せなきゃいけないでしょうし、しっかりとし

た手続をやる必要があると思います。いずれにして

も、両方の措置を明文化していっていただきたいと

思います。 

 あとは、⑤としては、私たちは本当に気持ちを込

めて、委員の思いを切々と文章に最後つづったわけ

ですけれども、本当にそれが改善されているのかを

見届けることができないんですよね。 
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 本当に変わったのか、本当に受け止めてくれたの

か、その後、議長宛てに、私は今こういうふうに言

われたことに対して対応しましたとか、そういった

ものも御本人の良心に任されていますので、それは

釈然としないものがあることは事実です。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（山本みちよ君） やはり今回、最後の出口

という部分で、審査を重ねた後の結果、この措置を

どうするかということが非常に大きな課題だったか

と思います。 

 これは会長のほうからもありましたけれども、や

はりこの判断基準といったものをきちっと明示する

ことによって、議長がどの方になっても間違わずに

議会としての判断として下せるという部分で、明示

をしていただきたいということでした。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） 必要と認める措置をしっか

りと明文化、明示しておく必要があるのではないか

という提起でありまして、今回、会長、それから事

務局の皆さんが、こういうケースの場合はこういう

ということが、いろいろ例示はされたんですが、そ

ういう中で、委員の協議によって厳重注意の勧告と

いうことになりましたけれども、やっぱりこれらも、

どのような場合にどのような措置が必要なのか、適

当なのかということをしっかりと明示、文章化して

おくというのが必要なのではないかという提案です。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 皆さんと同様に、必要な

措置の内容が曖昧ではないかということです。 

 やはりこれはどちらの側に立っても公平にという

ところでは、もしそこは問われたところのものに問

題がなかったという、そういった場合も含めて、条

例違反がないときの名誉回復の措置なども含めて、

今後規定をする必要があるのではないかということ

です。 

 それから、先ほど頭山議員からも述べられたよう

に、今回は議長のほうから勧告というか、それを申

し入れたわけですけれども、その後の状況は本当に

本人任せというところになっている中で、今後どう

いうことを議会としてもその推移、状況を、それが

しっかりと行われているのかという確認などもどう

いうふうにしていくのか、するべきなのかどうかも

含めて、今後議論をしていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（大石ふみお君） 私も皆さんと同じとおり

で、ある程度、基準を設けないと、なかなか議論の

終結には至らないということで、ある一定の勧告を

明示をするということが、軽いほうから重いほうま

で、やっぱり明示をしたほうがいいということであ

ります。 

 そして、今お話があったとおり、やっぱり勧告を

受けた場合は、それなりの反応が必要だと私は思っ

ておりましたので、やはり何らかの形で当該議員の

請書と申しますか、何かをやっぱり表明することが

必要だというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （２）措置の勧告の部分について、御質疑、御意

見はございますでしょうか。―ないようですね。 

 私のほうからも、私のほうは議長職を務めさせて

いただいて、この措置の部分を預からせていただい

たところでございますけれども、率直な感想として、

非常にやっぱり判断が難しかったなというふうに思

います。 

 さきの議会におきましても、冒頭、動議が出され

て、全会一致で報告を求めるということで、私とす

れば決して報告義務を怠ったつもりはなかったんで

すけれども、やはりなるほど、先ほどの議論じゃな

いですけれども、知っている議員と知らない議員、

どういうふうになったのかということまできちんと
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議会への報告義務というのは大変重いものがあるん

だなというのを改めて認識をいたしましたので、や

はりここの部分に関しても、しっかりとした基準が

ないと、議会として説明責任を果たしていけないの

かなというふうには思いますので、しっかりとここ

も検討としていきたいというふうに思います。 

 続いて、（３）審査結果の報告、公表について、

補足説明をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） これがまた結果が出て戻っ

てきてから、それはやっぱりちゃんと、政倫審のこ

とは代表者会議でやるとなっているわけですから、

そこでしっかりと話し合ってやっていくということ

が、やっぱり基本だと思います。 

 共産党さんの意見と私も同じですけれども、本来

はというところがありますので、しっかりとそこは

形を整えて、今回は議長がいろいろと考えられて、

非常に丁寧に、全員にも配ったし、お辞めになった

委員さんとか議員さんにも送られたりとか、非常に

丁寧に対応されていたんですけれども、そういった

公表の在り方というものもしっかりと決めていくと

いうことが大事だと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（上條彰一君） この件では、議長室での勧

告が行われた、その後、動議で経過報告をというこ

とで、議長のほうから市議会への報告が行われたわ

けなんですが、これは時間的な推移などもいろいろ

あって、なかなか公表の在り方なんかも、勧告の在

り方そのものも含めて、どうすべきなのかというの

は、代表者会議、それから、実際に調査請求をされ

た議員の皆さんへの内容の報告がされた後から、本

来きちんと議会の場で報告をすべきではないのかと

いう意見があって、そこの時間的なことも含めて、

本来ならばもう一回、代表者会議を開いていただい

て、議論をしてというふうにすべきだったと思いま

すけれども、なかなかそこら辺の時間的な余裕もな

かったということで、議会事務局の皆さん、議長と

も相談をさせていただいて、動議ということで、議

員の固有の権限である議会の在り方、進め方につい

ての御意見を出させていただいたという、そういう

経過になったわけでありまして、これも含めて、や

っぱり丁寧な対応という点では、しっかりと教訓と

して残していく必要があると考えますので、よろし

くお願いします。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 先ほど来からちょっと私

もお話をしておりますけれども、今回の政倫審が終

わったという、これは議員に関することで開かれる

ものですから、当然、議会というものの中で、それ

をどういうふうに確認をして、公表して、市民へ周

知するという、そういったことだというふうに思う

んですけれども、私も代表者会議の中で議論をして

いくということは、そうだというふうに思うんです

けれども、その中での確認がやはり初めてのことで、

そこまでちょっと頭が及ばなかったというのは事実

なんです。 

 ですから、代表者会議の中できちっとそういった

プロセス、議員のことでこうなったことを議会の中

での確認、それから、それはやはり公の場で公表し

ていくこと、市民にしっかりと説明責任をしていく

ことという、そして市民への周知という、そういっ

た一連のことがそのときにできなかったことがあっ

たので、改めて動議を出して、本会議の中で議長に

御報告をいただいたという、そういった流れになり

ました。 

 でも、このことは適正だったというふうに思って

おりますので、これをしっかりと形にしていくとい

うことが重要だというふうに思っております。 

 それから、やはり市民に対する公開の規定という

ことですね。結果もそうですし、途中途中の情報提

供、議事録も含めて、資料の公開という、そういっ

たものをしっかりとルール化して定める必要がある

と思いますので、そのことを今後しっかりと確認を

して決めていただければと思います。 
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 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（大石ふみお君） 第７条の６項の中で、議

長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは議

会に報告するということになっておりますが、議会

がちょっと曖昧だなというふうに思いますので、そ

れを議員全員にするか、または代表者会議に報告す

るとともに、その概要を速やかに公表しなければな

らないと具体的に明記したほうがいいということで

あります。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 （３）の審査結果の報告、公表について、御質疑、

御意見はございますでしょうか。 

○副議長（高口靖彦君） これは私の意見なんです

が、今回も裁判やっていますが、私たちが出した見

解と裁判での判断が仮に、私たちと同じ方向で沿っ

てあったらばいいんですが、これが覆った場合、違

った結果が出てきた場合、このときどうするのか。 

 これは両方に言えて、私たちがこれは条例違反で

はないよと判断したけれども、ある意味、条例違反

みたいな状況だったとか、逆に、条例違反だと言っ

ていたけれども、いや、条例違反ではないよとか、

これは極端なことを言っていますけれども、要は裁

判の中で、ここで提出されないような情報や調査請

求が裁判の中で争われて、そこで、私たちもここの

場では知らなかった、もしくは知っていてもその判

断を誤った、いろいろなことがありますけれども、

そういった場合にどうするのかと。要は公表してい

ますからね。 

 その後、それが覆った場合にどういうふうにすべ

きなのかということは、議員の名誉の回復と、もし

くはその議員の名誉じゃなくて、さらにやっぱりと

んでもないなという状態になる。そのことについて

の、だから私、裁判に関するもの以外のことをやる

べきだと言ったんだけれども、裁判の中で判断され

たことについて、私たちは考えるべき必要があるの

かなというふうに思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御質疑、御意見がございますでしょうか。

―よろしいでしょうか。 

 やはり今の副議長の話も、先ほどの司法、立法、

あるいは我々議会の自律権みたいなところの中で、

その整合をどう取っていくのかというのは、非常に

課題とすれば重たい課題、大きな課題なのかなとい

うふうには思います。この部分も含めて、課題とし

て取り扱っていきたいというふうに思います。 

 以上で、会派から出されました、全議員からアン

ケートをいただいたその集計については、以上とさ

せていただきたいと思います。 

 次に、資料３について、議会事務局から補足説明

がありましたらお願いをいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） 議会事務局としま

しては、先般の審査会につきましては、手続上、適

正に進むようサポートをしてまいりました。 

 また、今回の条例改正に当たりましても、その条

例を運用することで、違法な取扱いがなされてしま

うおそれのないように支援する立場という認識から、

意見を出させていただきました。 

 かいつまんで申し上げますと、１、全般的なこと

の（１）条例の目的、及び、大きい２番、政治倫理

基準の（１）倫理の範囲、こちらにつきましては、

改めて条例の前提条件を共有していただくことで、

改正に向けた検討がスムーズになると考えられるこ

とから、お示しをいたしたものであります。 

 また、３番の（２）の②、こちらについては審査

委員会の構成について言及しておりますけれども、

運用していく中で、法令や判例を度外視した高い処

罰意識に飲み込まれるおそれがもしかしたらあるの

ではないかという危惧がありましたので、その解決

策の一例として示させていただいたものということ

で、受け止めていただければと思います。 

 その他の項目につきましては、このたびの政治倫

理審査会で条例の運用をする中で、主に手続面で整
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理ですとか整備が必要と考えた点を示したものであ

ります。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 御質疑、御意見がございましたら、ここでお出し

をしていただければと思います。 

○議員（上條彰一君） 事務局の皆さんには、各会

派や全員のアンケートの集計など、本当にいろいろ

御苦労をいただいて、ありがたいと思います。 

 その上で、今回、事務局からの意見も出していた

だいたんですが、いかんせん今日出されていますの

で、事細かに見られておりませんので、見せていた

だいて、いろいろ会派の中でも議論をしてというこ

とで、今後のいろいろ具体的な条例検討の中で生か

させていただければと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 確かに事務局から示された資料、まだ読み込めて

いないというような議員もいらっしゃるというふう

に思いますので、今日のところは、こういったもの

が事務局からの意見として出されておりますので、

お目通しをいただきまして、何か御意見等々ありま

したら、次回会議までの間に事務局にお話をしてい

ただければとも思いますが、その辺のところ、いか

がでしょうか。事務局もそれでいいですか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 今回の会議で出さ

れました御意見、御質問につきましても併せてアド

バイザーに情報提供させていただき、御相談申し上

げることになっておりますので、この事務局からの

意見につきまして、事務局に後ほど御意見、御質問

を寄せていただいたものも併せてお送りしたいと思

います。その期限につきましては、また改めて御連

絡差し上げるということでよろしいでしょうか。 

○議長（木原 宏君） 皆さんそれでよろしいでし

ょうか。―じゃ、そのように決めさせていただ

きます。 

 それでは、日程１、課題については終了といたし

ます。 

 

 今後の進め方について 

 

○議長（木原 宏君） 次に、日程２、今後の進め

方についてを議題といたします。 

 議会事務局より説明を願います。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 資料１を再度御

覧ください。 

 先ほど後回しにさせていただきました、２ページ

目の６、スケジュールと、７、検討会議とアドバイ

スの内容についてです。 

 念のため申し上げますが、まだ令和５年度予算は

確定しておりませんので、御了承願います。 

 検討会議は全部で７回、本日が第１回目です。第

２回目は令和５年１月頃を予定しており、政治倫理

条例アドバイザーからオンラインで政治倫理条例の

趣旨や問題点について講義をしていただきます。 

 第３回目以降は、７、検討会議とアドバイスの内

容の表のとおり、検討会議の前に議長応接室で、原

則、事務局がオンラインでアドバイスを受け、議員

さんには傍聴していただき、そのアドバイスの内容

を検討会議に提示して御議論いただく流れを想定し

ております。 

 政治倫理条例アドバイザーからのアドバイスは、

課題に対する回答を講義の形式でオンラインでいた

だき、質疑応答については事務局と議員の双方から

することを想定しております。 

 先ほどもお話しいたしましたとおり、御都合がよ

ろしければ、アドバイスを聞く際に、この会議のメ

ンバーである議員の皆様に傍聴していただければと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ただいまの報告、提案について御質疑、御意見が

ございましたら、お出しいただければと思います。 
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○議員（山本みちよ君） １点確認をさせていただ

きたいと思います。 

 先ほども冒頭述べさせていただいたんですが、１

回目の議員に対して政治倫理条例の趣旨や問題点に

ついての講義を受ける機会を設けていただくという

ことなんですが、これはこの検討会議のメンバーの

みなのか、それとも全議員も希望者がいれば対象に

なるのか、この点、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 当初は、アドバ

イザーの方から、公開を対象にしたものに対しての

講義に了承していただけるかどうかまだ不明だった

のですが、現在了承していただいております。ちょ

っと皆様の様子を拝見しますと、議員さん全員対象

ということが皆さんの総意かと思います。それは可

能でございますので、そのように設定させていただ

きます。 

 以上でございます。 

○議長（木原 宏君） 可能な限り、こういった問

題意識というんですか、こういうのは共有ができた

ほうがいいと思いますので、可能な限り参加してい

ただける仕組みを考えていきたいというふうに思い

ます。 

 ほかに御質疑、御意見はございますでしょうか。

―ないですか。 

 それでは、今後の進め方については、ただいま議

会事務局次長より御説明のあったとおり進めさせて

いただきたいというふうに思います。 

 

 次回の日程について 

 

○議長（木原 宏君） 次に、日程３、次回の日程

についてを議題といたします。 

 次回は、議員を対象にしたアドバイザーの先生に

よる講義を予定をしております。 

 アドバイザーからは、御都合のいい日をあらかじ

めお聞きをしております。令和５年１月５日午後、

６日午前、13日午前、16日午前、午後、23日午前、

25日午後、27日午前、２月７日午前、８日午後でご

ざいます。 

 ２月３日の午前が抜けておりましたので、追加を

していただければと思います。 

 日程表が事前にクラウドに上げられておりますの

で、そちらに準じて日程を決めさせていただきたい

と思います。 

 まず、年明け１月５日午後で御都合の悪い人はい

らっしゃいますでしょうか。―まず１月５日は

御都合が合いません。 

 続きまして、６日の午前はいかがでしょうか。

―悪いですね。 

 続きまして、13日の午前中。―お忙しいですね。 

 続きまして、16日午前、午後。―じゃ、１月16

日の午前であれば皆さん御都合がよろしいというこ

とでよろしいですか。事務局もいいですか。 

 じゃ、まず第１候補が１月16日の午前です。 

 続きまして、23日の午前はいかがでしょうか。

―駄目、はい。 

 続きまして、１月25日の午後。―大丈夫ですね。

じゃ、第２候補を１月25日の午後にいたします。 

 第３候補を27の午前はいかがでしょうか。―は

い。 

 次が、２月３日の午前はいかがでしょうか。

―はい。 

 そうしますと、次、２月７日の午前。―大丈

夫。ほかの議員の皆様は平気ですか。じゃ、２月７

日の午前を第３候補、三つあればいいですか。全部

やっておいたほうがいい。 

 続いて、２月８日の午後、いかがですか。―

はい。ほかの方も大丈夫でしょうか。じゃ、四つま

で日程が予定が決められましたので、読み上げます。 

 第１候補が１月16日の午前、第２候補が１月25日

の午後、続いて２月７日の午前、第４候補が２月８

日の午後、これのいずれかの日程で講師の先生との

日程調整をして、決まり次第、速やかに全議員に日
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程をお流しするようにしたいというふうに思います。

メンバー以外の議員も傍聴可という形でございます

ので、皆さん会派に持ち帰って御報告をしていただ

ければというふうに思います。 

 ここまでで、ほかにその他に何かございますでし

ょうか。―よろしいですね。 

 それでは、以上で本日御協議いただく案件は終わ

りました。 

 これをもちまして、立川市議会政治倫理条例検討

会議を散会といたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

   〔散会 午後０時９分〕 
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